
○
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
五
十
四
号

国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
令
第
八
十
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
八

年
経
済
産
業
省
告
示
第
百
八
十
四
号
（
国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
容
器
の
規
格
等
の
細
目
、
容
器
再
検

査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
一
年
一
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
七
日

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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〇
国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
容
器
の
規
格
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
告
示
第
百

八
十
四
号
）

改

正

後

改

正

前

（
用
語
の
定
義
等
）

（
用
語
の
定
義
等
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
国
際
相
互
承
認
に
係
る

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
国
際
相
互
承
認
に
係
る

容
器
保
安
規
則
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
令
第
八
十
二
号
。
以
下
「

容
器
保
安
規
則
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
令
第
八
十
二
号
。
以
下
「

規
則
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の

規
則
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
三

［
略
］

一
～
三

［
略
］

四

最
高
充
塡
圧
力

燃
料
の
充
塡
中
に
そ
の
容
器
に
か
か
る
ガ
ス
の
圧

四

最
高
充
塡
圧
力

燃
料
の
充
塡
中
に
そ
の
容
器
に
か
か
る
ガ
ス
の
圧

力
の
う
ち
最
高
の
も
の
の
数
値
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
容
器
の
区
分

力
の
う
ち
最
高
の
も
の
の
数
値
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
容
器
の
区
分

に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
数
値

に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
数
値

イ

国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相

イ

国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

次
号
に
規

互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

第
六
号
イ
に
規

定
す
る
公
称
使
用
圧
力
の
四
分
の
五
倍
の
圧
力
の
数
値

定
す
る
公
称
使
用
圧
力
の
四
分
の
五
倍
の
圧
力
の
数
値

ロ

国
際
相
互
承
認
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

第
六

ロ

国
際
相
互
承
認
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

次
号

号
ロ
に
規
定
す
る
公
称
使
用
圧
力
の
十
分
の
十
三
倍
の
圧
力
の
数
値

に
規
定
す
る
公
称
使
用
圧
力
の
十
分
の
十
三
倍
の
圧
力
の
数
値

ハ

［
略
］

ハ

［
略
］

五

［
略
］

五

［
略
］

六

公
称
使
用
圧
力

次
に
掲
げ
る
容
器
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次

六

公
称
使
用
圧
力

次
に
掲
げ
る
容
器
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る
数
値

に
定
め
る
数
値

イ

国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相

イ

国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

温
度
十
五

互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

温
度
十
五
度
に

度
に
お
い
て
容
器
に
圧
縮
水
素
を
完
全
に
充
塡
し
て
使
用
す
る
と
き

お
い
て
容
器
に
圧
縮
水
素
を
完
全
に
充
塡
し
て
使
用
す
る
と
き
の
動

の
動
作
特
性
を
表
す
基
準
と
な
る
圧
力
の
数
値

作
特
性
を
表
す
基
準
と
な
る
圧
力
の
数
値

ロ

［
略
］

ロ

［
略
］
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七

耐
圧
試
験
圧
力

次
に
掲
げ
る
容
器
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次

七

耐
圧
試
験
圧
力

次
に
掲
げ
る
容
器
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る
数
値

に
定
め
る
数
値

イ

国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相

イ

国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

最
高
充
塡

互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

最
高
充
塡
圧
力

圧
力
の
五
分
の
六
倍
の
圧
力
の
数
値

の
五
分
の
六
倍
の
圧
力
の
数
値

ロ
・
ハ

［
略
］

ロ
・
ハ

［
略
］

八

［
略
］

八

［
略
］

九

充
塡
可
能
期
限
年
月

次
に
掲
げ
る
容
器
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ

九

充
塡
可
能
期
限
年
月

次
に
掲
げ
る
容
器
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
年
月

れ
次
に
定
め
る
年
月

イ

国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相

イ

国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

容
器
を
製

互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

容
器
を
製
造
し

造
し
た
年
月
（
容
器
の
製
造
過
程
で
行
わ
れ
た
耐
圧
試
験
に
合
格
し

た
年
月
（
容
器
の
製
造
過
程
で
行
わ
れ
た
耐
圧
試
験
に
合
格
し
た
年

た
年
月
を
い
う
。
第
五
十
九
条
第
一
項
第
十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。

月
を
い
う
。
第
五
十
九
条
第
一
項
第
十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

）
の
前
月
か
ら
起
算
し
て
十
五
年
を
経
過
し
た
年
月

前
月
か
ら
起
算
し
て
十
五
年
を
経
過
し
た
年
月

ロ
・
ハ

［
略
］

ロ
・
ハ

［
略
］

２

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
容
器
又
は
附
属
品
の
一
の
型
式
と
は
、
次
の
各

２

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
容
器
又
は
附
属
品
の
一
の
型
式
と
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
容
器
又
は
附
属
品
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

号
に
掲
げ
る
容
器
又
は
附
属
品
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相
互

一

国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

次
に
掲
げ
る

承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

次
に
掲
げ
る
事
項
の

事
項
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
範
囲
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
範
囲
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
～
ヌ

［
略
］

イ
～
ヌ

［
略
］

二
・
三

［
略
］

二
・
三

［
略
］

（
海
外
認
定
容
器
等
の
定
義
）

（
海
外
認
定
容
器
等
の
定
義
）

第
三
条

規
則
第
二
条
第
五
号
イ
及
び
ハ
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
容
器

第
三
条

規
則
第
二
条
第
四
号
イ
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
容
器
は
、
高

は
、
高
圧
ガ
ス
保
安
協
会
又
は
指
定
容
器
検
査
機
関
が
行
う
検
査
に
よ
り

圧
ガ
ス
保
安
協
会
又
は
指
定
容
器
検
査
機
関
が
行
う
検
査
に
よ
り
、
規
則

、
規
則
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を

第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
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証
す
る
書
面
の
交
付
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

書
面
の
交
付
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

２

規
則
第
二
条
第
六
号
イ
及
び
ハ
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
附
属
品
は

２

規
則
第
二
条
第
五
号
イ
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
附
属
品
は
、
高
圧

、
高
圧
ガ
ス
保
安
協
会
又
は
指
定
容
器
検
査
機
関
が
行
う
検
査
に
よ
り
、

ガ
ス
保
安
協
会
又
は
指
定
容
器
検
査
機
関
が
行
う
検
査
に
よ
り
、
規
則
第

規
則
第
十
一
条
第
一
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る

十
一
条
第
一
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
の

書
面
の
交
付
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

交
付
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承

（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
試
験
）

認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
試
験
）

第
十
三
条

[

略]

第
十
三
条

［
略
］

（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承

（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
設
計
検
査
）

認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
設
計
検
査
）

第
十
四
条

［
略
］

第
十
四
条

［
略
］

（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承

（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
サ
イ
ク
ル
試
験

認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
サ
イ
ク
ル
試
験
等
）

等
）

第
十
五
条

容
器
は
、
容
器
の
型
式
ご
と
に
、
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自

第
十
五
条

容
器
は
、
容
器
の
型
式
ご
と
に
、
協
定
規
則
第
百
三
十
四
号5

.

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
協
定
規
則
第
百
三
十
四
号5

.
1
.

か
ら

1
.

か
ら5

.
4
.

ま
で
に
定
め
る
サ
イ
ク
ル
試
験
そ
の
他
の
試
験
を
行
い
、
こ

5
.
4
.

ま
で
に
定
め
る
サ
イ
ク
ル
試
験
そ
の
他
の
試
験
を
、
国
際
相
互
承
認

れ
に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
協
定
規
則
第
百
四

十
六
号5

.
1.

か
ら5

.
4
.

ま
で
に
定
め
る
サ
イ
ク
ル
試
験
そ
の
他
の
試
験
を

行
い
、
こ
れ
に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
容
器
の
み
な
し
刻
印
）

（
容
器
の
み
な
し
刻
印
）

第
二
十
二
条

規
則
第
六
条
の
二
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
式
は
、
協

第
二
十
二
条

規
則
第
六
条
の
二
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
式
は
、
協

定
規
則
第
百
十
号7

.4
.

か
ら7

.
6
.

ま
で
、
第
百
三
十
四
号4

.
4
.

か
ら4

.
6
.

定
規
則
第
百
十
号7

.
4
.

か
ら7

.
6
.

ま
で
又
は
第
百
三
十
四
号4

.
4
.

か
ら4

.

ま
で
又
は
第
百
四
十
六
号4

.
4
.

か
ら4

.
6.

ま
で
に
従
っ
て
行
う
方
式
と
す

6
.

ま
で
に
従
っ
て
行
う
方
式
と
す
る
。

る
。
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（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承

（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
ガ
ス
の
種
類
及

認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
ガ
ス
の
種
類
、
圧
力
及
び

び
圧
力
）

内
容
積
）

第
二
十
三
条

規
則
第
五
条
第
一
項
第
四
号
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
基

第
二
十
三
条

規
則
第
五
条
第
一
項
第
四
号
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
基

準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
略
］

三

国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て

［
新
設
］

は
、
内
容
積
が
二
十
三
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（
表
示
の
方
式
）

（
表
示
の
方
式
）

第
二
十
六
条

規
則
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方

第
二
十
六
条

規
則
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方

式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
略
］

三

自
動
車
に
装
置
し
た
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用

三

自
動
車
に
装
置
し
た
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用

容
器
、
国
際
相
互
承
認
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び

容
器
及
び
国
際
相
互
承
認
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に

国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は

あ
っ
て
は
、
は
が
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
様
式
第
三
に
定
め
る
車
載
容
器

、
は
が
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
様
式
第
三
に
定
め
る
車
載
容
器
総
括
証
票

総
括
証
票
を
燃
料
充
塡
口
近
傍
へ
貼
付
す
る
こ
と
。

を
燃
料
充
塡
口
近
傍
へ
貼
付
す
る
こ
と
。

四

［
略
］

四

［
略
］

五

回
送
自
動
車
に
装
置
し
た
容
器
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

五

回
送
自
動
車
に
装
置
し
た
容
器
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

当
該
自
動
車
の
外
部
か
ら
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。

当
該
自
動
車
の
外
部
か
ら
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。

イ
～
ハ

［
略
］

イ
～
ハ

［
略
］

ニ

最
高
充
塡
圧
力
（M

F
P

）
（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃

ニ

最
高
充
塡
圧
力
（M

F
P

）
（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
、
国
際
相
互
承
認
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置

料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承
認
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装

用
容
器
及
び
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

置
用
容
器
に
限
る
。
）

器
に
限
る
。
）

ホ
～
ト

［
略
］

ホ
～
ト

［
略
］
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（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承

（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
附
属
品
の
試
験

認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
附
属
品
の
試
験
）

）

第
二
十
七
条

規
則
第
十
一
条
第
二
号
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
試
験
の

第
二
十
七
条

規
則
第
十
一
条
第
二
号
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
試
験
の

う
ち
、
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相

う
ち
、
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
附
属
品
に

互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
附
属
品
に
係
る
も
の

係
る
も
の
は
、
次
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の

は
、
次
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承

（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
附
属
品
の
設
計

認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
附
属
品
の
設
計
検
査
）

検
査
）

第
二
十
八
条

［
略
］

第
二
十
八
条

［
略
］

（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承

（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
安
全
弁
の
適
格

認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
安
全
弁
の
適
格
性
確
認
試

性
確
認
試
験
）

験
）

第
二
十
九
条

安
全
弁
は
、
附
属
品
の
型
式
ご
と
に
、
国
際
相
互
承
認
圧
縮

第
二
十
九
条

安
全
弁
は
、
附
属
品
の
型
式
ご
と
に
、
協
定
規
則
第
百
三
十

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
協
定
規
則
第
百
三
十
四
号6

.

四
号6

.
1
.

に
定
め
る
安
全
弁
の
適
格
性
確
認
試
験
を
行
い
、
こ
れ
に
合
格

1
.

に
定
め
る
安
全
弁
の
適
格
性
確
認
試
験
を
、
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
協
定
規
則
第
百
四
十
六
号6

.

1
.

に
定
め
る
安
全
弁
の
適
格
性
確
認
試
験
を
行
い
、
こ
れ
に
合
格
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承

（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
バ
ル
ブ
等
の
適

認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
バ
ル
ブ
等
の
適
格
性
確
認

格
性
確
認
試
験
）

試
験
）

第
三
十
条

バ
ル
ブ
及
び
逆
止
弁
は
、
附
属
品
の
型
式
ご
と
に
、
国
際
相
互

第
三
十
条

バ
ル
ブ
及
び
逆
止
弁
は
、
附
属
品
の
型
式
ご
と
に
、
協
定
規
則

承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
協
定
規
則
第
百
三

第
百
三
十
四
号6

.
2
.

に
定
め
る
バ
ル
ブ
等
の
適
格
性
確
認
試
験
を
行
い
、

十
四
号6

.
2
.

に
定
め
る
バ
ル
ブ
等
の
適
格
性
確
認
試
験
を
、
国
際
相
互
承

こ
れ
に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
協
定
規
則
第
百

四
十
六
号6

.
2
.

に
定
め
る
バ
ル
ブ
等
の
適
格
性
確
認
試
験
を
、
そ
れ
ぞ
れ

行
い
、
こ
れ
に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
附
属
品
の
み
な
し
刻
印
）

（
附
属
品
の
み
な
し
刻
印
）

第
四
十
条

規
則
第
十
二
条
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
式
は
、
協
定
規

第
四
十
条

規
則
第
十
二
条
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
式
は
、
協
定
規

則
第
百
十
号7

.
4
.

か
ら7

.
6
.

ま
で
、
第
百
三
十
四
号4

.
4
.

か
ら4

.
6
.

ま
で

則
第
百
十
号7

.
4
.

か
ら7

.
6
.

ま
で
又
は
第
百
三
十
四
号4

.
4
.

か
ら4

.
6
.

ま

又
は
第
百
四
十
六
号4

.
4
.

か
ら4

.
6
.

ま
で
に
従
っ
て
行
う
方
式
と
す
る
。

で
に
従
っ
て
行
う
方
式
と
す
る
。

（
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
複
合
容
器
の
漏
え
い
試
験
）

（
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
複
合
容
器
の
漏
え
い
試
験
）

第
四
十
三
条

容
器
の
漏
え
い
試
験
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
試
験

第
四
十
三
条

容
器
の
漏
え
い
試
験
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
試
験

」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合

」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合

、
試
験
は
、
容
器
を
自
動
車
に
装
置
し
た
ま
ま
の
状
態
で
行
う
こ
と
が
で

、
試
験
は
、
容
器
を
自
動
車
に
装
置
し
た
ま
ま
の
状
態
で
行
う
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
。

き
る
も
の
と
す
る
。

一

試
験
に
用
い
る
ガ
ス
は
、
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装

一

試
験
に
用
い
る
ガ
ス
は
、
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
圧
縮
水
素
、
国
際
相
互
承
認
圧
縮
天
然
ガ
ス
自

器
に
あ
っ
て
は
圧
縮
水
素
、
国
際
相
互
承
認
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
圧
縮
天
然
ガ
ス
と
す
る
。

料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
圧
縮
天
然
ガ
ス
と
す
る
。

二
・
三

［
略
］

二
・
三

［
略
］

（
容
器
再
検
査
に
お
け
る
容
器
の
規
格
の
基
準
）

（
容
器
再
検
査
に
お
け
る
容
器
の
規
格
の
基
準
）

第
五
十
一
条

規
則
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
及
び
同
条
第
二
項
第
四
号
の

第
五
十
一
条

規
則
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
及
び
同
条
第
二
項
第
四
号
の

経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
容
器
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
期
間
を

一

次
に
掲
げ
る
容
器
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
期
間
を

経
過
し
て
い
な
い
こ
と
。

経
過
し
て
い
な
い
こ
と
。

イ

国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相

イ

国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

刻
印
等
に

互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

刻
印
等
に
お
い

お
い
て
示
さ
れ
た
製
造
年
月
か
ら
十
五
年

て
示
さ
れ
た
製
造
年
月
か
ら
十
五
年
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ロ
・
ハ

［
略
］

ロ
・
ハ

［
略
］

二
・
三

［
略
］

二
・
三

［
略
］

２

［
略
］

２

［
略
］

（
附
属
品
の
漏
え
い
試
験
）

（
附
属
品
の
漏
え
い
試
験
）

第
五
十
四
条

附
属
品
の
漏
え
い
試
験
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
試

第
五
十
四
条

附
属
品
の
漏
え
い
試
験
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
試

験
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場

験
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場

合
、
試
験
は
、
附
属
品
を
容
器
に
装
置
し
た
ま
ま
の
状
態
で
行
う
こ
と
が

合
、
試
験
は
、
附
属
品
を
容
器
に
装
置
し
た
ま
ま
の
状
態
で
行
う
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。

で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

最
高
充
塡
圧
力
が
三
十
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
国
際
相
互
承
認
圧

一

最
高
充
塡
圧
力
が
三
十
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
国
際
相
互
承
認
圧

縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪

縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
す
る
附
属
品
に
あ
っ
て
は
、

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
す
る
附
属
品
に
あ
っ
て
は
、
試
験
は

試
験
は
最
高
充
塡
圧
力
の
五
分
の
三
に
相
当
す
る
圧
力
以
上
最
高
充
塡

最
高
充
塡
圧
力
の
五
分
の
三
に
相
当
す
る
圧
力
以
上
最
高
充
塡
圧
力
以

圧
力
以
下
の
圧
力
を
一
分
間
以
上
加
え
た
後
、
ガ
ス
検
知
器
を
使
用
す

下
の
圧
力
を
一
分
間
以
上
加
え
た
後
、
ガ
ス
検
知
器
を
使
用
す
る
場
合

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
附
属
品
外
面
に
ガ
ス
検
知
器
の
ガ
ス
吸
引
口
を

に
あ
っ
て
は
、
附
属
品
外
面
に
ガ
ス
検
知
器
の
ガ
ス
吸
引
口
を
近
接
さ

近
接
さ
せ
、
ガ
ス
検
知
器
を
作
動
さ
せ
た
状
態
で
十
秒
間
以
上
検
知
を

せ
、
ガ
ス
検
知
器
を
作
動
さ
せ
た
状
態
で
十
秒
間
以
上
検
知
を
継
続
す

継
続
す
る
こ
と
に
よ
り
行
い
、
ガ
ス
漏
え
い
検
知
液
を
使
用
す
る
場
合

る
こ
と
に
よ
り
行
い
、
ガ
ス
漏
え
い
検
知
液
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ

に
あ
っ
て
は
、
附
属
品
外
面
に
ガ
ス
漏
え
い
検
知
液
を
塗
布
し
、
目
視

て
は
、
附
属
品
外
面
に
ガ
ス
漏
え
い
検
知
液
を
塗
布
し
、
目
視
に
よ
り

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

行
う
も
の
と
す
る
。

二

最
高
充
塡
圧
力
が
三
十
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
る
国
際
相
互
承
認

二

最
高
充
塡
圧
力
が
三
十
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
る
国
際
相
互
承
認

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
二

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
す
る
附
属
品
に
あ
っ
て
は

輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
す
る
附
属
品
に
あ
っ
て
は
、
試
験

、
試
験
は
最
高
充
塡
圧
力
の
五
分
の
三
に
相
当
す
る
圧
力
以
上
最
高
充

は
最
高
充
塡
圧
力
の
五
分
の
三
に
相
当
す
る
圧
力
以
上
最
高
充
填
圧
力

填
圧
力
以
下
の
圧
力
を
一
分
間
以
上
加
え
た
後
、
ガ
ス
検
知
器
を
使
用

以
下
の
圧
力
を
一
分
間
以
上
加
え
た
後
、
ガ
ス
検
知
器
を
使
用
し
、
附

し
、
附
属
品
外
面
に
ガ
ス
検
知
器
の
ガ
ス
吸
引
口
を
近
接
さ
せ
、
ガ
ス

属
品
外
面
に
ガ
ス
検
知
器
の
ガ
ス
吸
引
口
を
近
接
さ
せ
、
ガ
ス
検
知
器

検
知
器
を
作
動
さ
せ
た
状
態
で
十
秒
間
以
上
検
知
を
継
続
す
る
こ
と
に

を
作
動
さ
せ
た
状
態
で
十
秒
間
以
上
検
知
を
継
続
す
る
こ
と
に
よ
り
行

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

う
も
の
と
す
る
。

三
・
四

［
略
］

三
・
四

［
略
］
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（
検
査
設
備
の
基
準
）

（
検
査
設
備
の
基
準
）

第
五
十
六
条

規
則
第
二
十
四
条
第
三
号
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
基
準

第
五
十
六
条

規
則
第
二
十
四
条
第
三
号
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
基
準

（
容
器
を
再
検
査
す
る
検
査
設
備
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各

（
容
器
を
再
検
査
す
る
検
査
設
備
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各

号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

［
略
］

一
～
三

［
略
］

四

漏
え
い
試
験
の
た
め
の
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

四

漏
え
い
試
験
の
た
め
の
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

イ

最
高
充
塡
圧
力
が
三
十
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
国
際
相
互
承
認

イ

最
高
充
塡
圧
力
が
三
十
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
国
際
相
互
承
認

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
、
水
素
の
濃
度
が

二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
、
水
素
の
濃
度
が
〇
・

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
ま
で
検
出
で
き
る
ガ
ス
検
知
器
又
は
ガ
ス

一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
ま
で
検
出
で
き
る
ガ
ス
検
知
器
又
は
ガ
ス
漏
え

漏
え
い
検
知
液
及
び
塗
布
の
た
め
の
器
具

い
検
知
液
及
び
塗
布
の
た
め
の
器
具

ロ

最
高
充
塡
圧
力
が
三
十
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
る
国
際
相
互
承

ロ

最
高
充
塡
圧
力
が
三
十
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
る
国
際
相
互
承

認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水

認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
、
水
素
の
濃
度

素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
、
水
素
の
濃
度
が
〇

が
〇
・
〇
三
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
ま
で
検
出
で
き
る
ガ
ス
検
知
器

・
〇
三
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
ま
で
検
出
で
き
る
ガ
ス
検
知
器

ハ
～
ホ

［
略
］

ハ
～
ホ

［
略
］

２

［
略
］

２

［
略
］

（
品
質
管
理
の
方
法
及
び
検
査
の
た
め
の
組
織
に
係
る
試
験
）

（
品
質
管
理
の
方
法
及
び
検
査
の
た
め
の
組
織
に
係
る
試
験
）

第
五
十
八
条
の
二

規
則
第
三
十
四
条
第
二
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る

第
五
十
八
条
の
二

規
則
第
三
十
四
条
第
二
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る

試
験
の
う
ち
、
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
係

試
験
の
う
ち
、
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
係

る
も
の
は
、
容
器
の
型
式
ご
と
に
行
う
協
定
規
則
第
百
三
十
四
号9

.
3
.

に

る
も
の
は
、
容
器
の
型
式
ご
と
に
行
う
協
定
規
則
第
百
三
十
四
号9

.
3
.

に

定
め
る
耐
圧
試
験
そ
の
他
の
試
験
と
し
、
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪

定
め
る
耐
圧
試
験
そ
の
他
の
試
験
と
す
る
。

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
係
る
も
の
は
、
容
器
の
型
式
ご
と
に
行
う
協

定
規
則
第
百
四
十
六
号9

.
3.

に
定
め
る
耐
圧
試
験
そ
の
他
の
試
験
と
す
る

。
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（
登
録
容
器
製
造
業
者
が
行
う
刻
印
等
の
方
式
）

（
登
録
容
器
製
造
業
者
が
行
う
刻
印
等
の
方
式
）

第
五
十
九
条

規
則
第
五
十
三
条
第
一
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
式

第
五
十
九
条

規
則
第
五
十
三
条
第
一
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
式

は
、
容
器
の
厚
肉
の
部
分
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え

は
、
容
器
の
厚
肉
の
部
分
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え

な
い
よ
う
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
刻
印
す
る
方
式
と
す
る
。

な
い
よ
う
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
刻
印
す
る
方
式
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
容
器
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
記
号

一

次
に
掲
げ
る
容
器
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
記
号

イ
～
ハ

［
略
］

イ
～
ハ

［
略
］

ニ

国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

協
定

［
新
設
］

規
則
第
百
四
十
六
号4

.
4
.

に
定
め
る
同
号
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る

旨
の
記
号

二

登
録
容
器
製
造
業
者
の
名
称
又
は
商
標
（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素

二

登
録
容
器
製
造
業
者
の
名
称
又
は
商
標
（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
、
名
称
に
限
る
。
）

燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
、
名
称
に
限
る
。
）

三

［
略
］

三

［
略
］

四

充
塡
す
べ
き
高
圧
ガ
ス
の
種
類
（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車

四

充
塡
す
べ
き
高
圧
ガ
ス
の
種
類
（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車

燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装

燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
す
る
附
属
品
に
あ
っ
て
は
記
号

C
H
G

、
国

置
用
容
器
に
装
置
す
る
附
属
品
に
あ
っ
て
は
記
号

C
H
G

、
国
際
相
互

際
相
互
承
認
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
さ
れ
る

承
認
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
さ
れ
る
附
属
品

附
属
品
に
あ
っ
て
は
記
号

C
N
G

O
N
L
Y

、
国
際
相
互
承
認
液
化
ガ
ス

に
あ
っ
て
は
記
号

CN
G

ON
L
Y

、
国
際
相
互
承
認
液
化
ガ
ス
自
動
車

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
す
る
附
属
品
に
あ
っ
て
は
記
号

L
N

燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
す
る
附
属
品
に
あ
っ
て
は
記
号

L
N
G

O
N
L

G
O
N
L
Y

）

Y

）

五
～
十

［
略
］

五
～
十

［
略
］

十
一

容
器
を
製
造
し
た
年
月
（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料

十
一

容
器
を
製
造
し
た
年
月
（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料

装
置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用

装
置
用
容
器
に
限
る
。
）

容
器
に
限
る
。
）

十
二

［
略
］

十
二

［
略
］

十
三

最
高
充
塡
圧
力
（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用

十
三

最
高
充
塡
圧
力
（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用

容
器
、
国
際
相
互
承
認
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び

容
器
及
び
国
際
相
互
承
認
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に

国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
限
る
。
）

限
る
。
）
（
記
号

M
F
P

、
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
、M

（
国
際
相
互
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（
記
号

M
F
P

、
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
、M

（
国
際
相
互
承
認
圧
縮

承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
限
る
。
）
及
びM

P
a

（
国

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自

際
相
互
承
認
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
限
る
。
）

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
限
る
。
）
及
びM

P
a

（
国
際
相
互
承
認
圧
縮

天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
限
る
。
）

十
四

［
略
］

十
四

［
略
］

十
五

公
称
使
用
圧
力
（
記
号

N
W
P

、
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
、M

（

十
五

公
称
使
用
圧
力
（
記
号

N
W
P

、
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
、M

（

国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承

国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
限
る
。
）
及
び

認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
限
る
。
）
及
びM

P
a

（

M
Pa
(

国
際
相
互
承
認
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
限
る
。
）

国
際
相
互
承
認
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
限
る
。
）
並
び

並
び
に
使
用
温
度
（
国
際
相
互
承
認
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

に
使
用
温
度(

国
際
相
互
承
認
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に

器
に
限
る
。
）

限
る
。
）

十
六

［
略
］

十
六

［
略
］

十
七

試
験
の
サ
イ
ク
ル
の
回
数
（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃

十
七

試
験
の
サ
イ
ク
ル
の
回
数
（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置

料
装
置
用
容
器
に
限
る
。
）

用
容
器
に
限
る
。
）

十
八
・
十
九

［
略
］

十
八
・
十
九

［
略
］

２
・
３

［
略
］

２
・
３

［
略
］

（
登
録
附
属
品
製
造
業
者
が
行
う
刻
印
等
の
方
式
）

（
登
録
附
属
品
製
造
業
者
が
行
う
刻
印
等
の
方
式
）

第
六
十
条

規
則
第
五
十
九
条
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
式
は
、
附
属

第
六
十
条

規
則
第
五
十
九
条
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
式
は
、
附
属

品
の
厚
肉
の
部
分
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い
よ

品
の
厚
肉
の
部
分
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い
よ

う
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
刻
印
す
る
方
式
と
す
る
。

う
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
刻
印
す
る
方
式
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
附
属
品
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
記
号

一

次
に
掲
げ
る
附
属
品
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
記
号

イ
～
ハ

［
略
］

イ
～
ハ

［
略
］

ニ

国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置

［
新
設
］

す
る
附
属
品

協
定
規
則
第
百
四
十
六
号4

.
4
.

に
定
め
る
同
号
の
規

定
に
適
合
し
て
い
る
旨
の
記
号

二
・
三

［
略
］

二
・
三

［
略
］
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四

充
塡
す
べ
き
高
圧
ガ
ス
の
種
類
（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車

四

充
塡
す
べ
き
高
圧
ガ
ス
の
種
類
（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車

燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装

燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
す
る
附
属
品
に
あ
っ
て
は
記
号

C
H
G

、
国

置
用
容
器
に
装
置
す
る
附
属
品
に
あ
っ
て
は
記
号

C
H
G

、
国
際
相
互

際
相
互
承
認
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
さ
れ
る

承
認
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
さ
れ
る
附
属
品

附
属
品
に
あ
っ
て
は
記
号

C
N
G

、
国
際
相
互
承
認
圧
縮
液
化
ガ
ス
自

に
あ
っ
て
は
記
号

C
N
G

、
国
際
相
互
承
認
圧
縮
液
化
ガ
ス
自
動
車
燃

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
す
る
附
属
品
に
あ
っ
て
は
記
号

L
N
G

料
装
置
用
容
器
に
装
置
す
る
附
属
品
に
あ
っ
て
は
記
号

L
N
G

）

）

五

最
高
充
塡
圧
力
（
記
号

M
F
P

、
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
及
びM

（

五

最
高
充
塡
圧
力
（
記
号

M
F
P

、
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
及
びM

（

国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承

国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
す
る
附
属

認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
す
る
附
属
品
に
限

品
に
限
る
。
）

る
。
）

六

公
称
使
用
圧
力
（
記
号

N
W
P

、
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
及
びM

P
a

六

公
称
使
用
圧
力
（
記
号

N
W
P

、
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
及
びM

P
a

（
国
際
相
互
承
認
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
す
る
附

（
国
際
相
互
承
認
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
限
る
。
）

属
品
に
限
る
。
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

一

規
則
第
二
条
第
五
号
イ

［
略
］

一

規
則
第
二
条
第
四
号
イ

［
略
］

及
び
同
条
第
六
号
イ
の
経

及
び
同
条
第
五
号
イ
の
経

済
産
業
大
臣
が
定
め
る
国

済
産
業
大
臣
が
定
め
る
国

、
地
域
又
は
機
関

、
地
域
又
は
機
関

二

規
則
第
二
条
第
五
号
ロ

［
略
］

二

規
則
第
二
条
第
四
号
ロ

［
略
］

及
び
同
条
第
六
号
ロ
の
経

及
び
同
条
第
五
号
ロ
の
経

済
産
業
大
臣
が
定
め
る
国

済
産
業
大
臣
が
定
め
る
国

、
地
域
又
は
機
関

、
地
域
又
は
機
関

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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